
 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度実施要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、京都市地域コミュニティ活性化推進条例（以下「地域コミュニティ条例」という。）

に基づく、地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金（以下「助成金」という。）の交付

に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （交付の対象事業） 

第２条 助成金の交付対象となる事業は、地域住民が地域活動に積極的に参加及び協力し、地域住民相

互の交流及び協働を促進することを目的に京都市内で実施する次の各号のいずれかに該当する地域

活動事業とする。 

⑴ 自治会、町内会その他の地域住民の組織する団体（以下「自治会等」という。）に加入して 

いない住民を主たる対象として行う自治会等の活動内容、地域の魅力等の情報発信事業 

⑵ 自治会等が存在しない地域において新たな自治会等の設立に向けて取り組む事業 

⑶ 自治会等に加入していない住民と加入している住民の交流事業又は協働事業 

⑷ その他、自治会等の加入率向上又は地域住民の地域コミュニティへの参加促進に寄与する事業 

 

（交付の対象団体等） 

第３条 助成金は、前条に掲げる地域活動事業を行う団体等で、次の各号のいずれかに該当する団体等

を交付対象とする。 

 ⑴ 地域コミュニティ条例第２条第３号に定める地域自治を担う住民組織（以下「地域自治を担う住

民組織」という。） 

⑵ 前号に定める地域自治を担う住民組織が推薦する団体 

⑶ 前条各号に掲げる地域活動事業に総合的かつ計画的・継続的に取り組む地域自治を担う住民組織

として市長が認めるもの 

  ⑷ 京都市地域コミュニティ活性化推進条例第１２条に定める顕彰を受けたもの 

２ 助成金は、前項に規定する団体等のうち、市長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内で交付す

る。 

３ 第１項に定める団体等であっても、営利・宗教・政治を目的とした事業を行う場合は、助成金を交

付しない。 

 ４ 次に定める団体等には助成金を交付しない。 

     ⑴ 第１項第１号及び第２号に定める団体（第１項第３号又は第４号に定める団体として助成金の交

付を受けようとする場合を除く。以下この項において同じ。）で、過去に第 1項第１号又は第２号

に定める団体として２度助成金の交付を受けている団体 

  ⑵ 第１項第１号及び第２号に定める団体で、過去に第1項第３号又は第４号に定める団体として交

付を受けている団体 

  ⑶ 第１項第３号に定める団体で、第１項第３号に定める団体として助成金の交付を受けた最初の年

度から起算して３年度を超えている団体 

  ⑷ 第１項第４号に定めるもので、京都市地域コミュニティ活性化推進条例第１２条に定める顕彰を

受けた年度から起算して３年度を超えているもの 

  ⑸ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密

接関係者を構成員とする団体 

  ⑹ その他市長が適当でないと認める団体等 



 

５ 前項の規定については、第２条２号の事業における設立準備団体と設立後の団体は、同一の団体と

して取り扱う。 

（助成金の額） 

第４条 助成金は、予算の範囲内において、次の各号に定める額を交付する。 

⑴  助成金の額は、対象事業に要する経費の３分の２に相当する額の範囲内において市長が定める 

額とする。 

⑵ 助成金は、１団体等につき100,000円以内とする。 

⑶ 過去に助成金の交付を受けた団体等については、１団体等につき50,000円以内とする。 

⑷ 第３号の規定にかかわらず、第３条第１項第３号に定める団体については、１事業につき各年

度100,000円以内とする。 

⑸ 助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を助成金の額とする。 

２ 次の各号に掲げる経費は、交付の対象外とする。  

⑴ 助成金の交付を受けようとする団体等（以下「交付申請団体等」という。）の事務所等の設備   

や維持経費、既存の備品に係る維持経費 

⑵ 別に定める額を超える額の備品の購入費 

⑶ 研修会等への参加に要する経費 

⑷ 交付申請団体等の構成員に対する人件費、謝礼 

⑸ 飲食費（事業に要する茶菓代は除く） 

⑹ 別に定める額を超える食糧費、材料費、茶菓代 

⑺  特定の個人に提供する記念品、景品等の購入費 

⑻ 事業実施に要した経費が事業以外の経費と明確に区分できない経費 

⑼ 交付申請団体等の構成員が経営する団体への委託費 

⑽ その他市長が適当でないと認める経費 

 

（交付の申請） 

第５条 交付申請団体等は、助成金の交付の対象となる事業実施日の１４日前までに、次の各号に掲

げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認める場合

は、この限りでない。 

⑴ 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金交付申請書（第１号様式） 

⑵ 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金収支予算書（第２号様式） 

⑶ 交付申請団体等の活動が客観的に判断できる書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 ２ 消費税及び地方消費税の納税義務者となる団体等（以下「インボイス制度対象団体等」という。）

は、助成金の交付の申請をするに当たって、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入れに係る消費税及び地方消

費税として控除することができる部分の金額に助成対象経費を占める助成金の額の割合を乗じて得

た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

 （事前着手） 

 第６条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金の交付決定前に事業を実施した場合は、助成金の

交付を受けることができない。ただし、やむを得ない事由により、申請日以降且つ助成金の交付決定

前に事業を実施しようとする場合において、着手前に事前着手届（第３号様式）を市長に提出したと



 

きは、この限りでない。 

 

（交付の決定及び標準処理期間） 

第７条 市長は、第５条の規定による申請が到達してから１４日以内に、当該申請の内容を審査し、

交付又は不交付の決定を行う。 

 ２ 市長は、前項の規定により交付を決定したときは、地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業

助成金交付決定通知書（第４号様式）により、不交付を決定したときは、地域コミュニティ活性化に

向けた地域活動事業助成金不交付決定通知書（第５号様式）により、それぞれ当該団体等に通知する。 

   

（申請事項の変更等） 

 第８条 交付の決定を受けた団体等（以下「交付決定団体等」という。）は、事業の内容若しくは経費

の配分の変更又は中止をしようとするときは、軽微な変更を除いて、あらかじめ地域コミュニティ活

性化に向けた地域活動事業助成金計画変更・中止承認申請書（第６号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。 

⑴ 助成目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合 

⑵ 助成目的の変更をもたらすものでなく、かつ、助成団体等の自由な創意により計画変更 

 を認めることが、より能率的な助成目的達成に資すると考えられる場合 

⑶ 助成目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合 

⑷ 事務費間の流用で、流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低い場合 

 ３ 経費の配分を変更しようとするときは、第１項の規定による申請書に、変更内容を反映し 

  た第５条第２号の規定による書類を添えて提出しなければならない。 

  ４ 市長は、第１項の規定による申請があった場合において、これを審査し、止むを得ないと認めると

きは、これを承認し、地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金変更・中止承認通知書（第

７号様式）により、交付決定団体等に通知する。 

 

（事業完了の届出） 

第９条 交付決定団体等は、原則、事業が完了した後１箇月以内又は当該年度３月３１日のいずれか早

い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

⑴ 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金実績報告書（第８号様式） 

⑵ 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金収支決算書（第９号様式） 

⑶ 領収書の写し 

⑷ 事業実績を証する成果物、事業の実施状況が判断できる写真等 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

  ２ 交付決定団体等は、本市が実施する広報活動に当たり、前項第４号に規定する成果物、写真等を提

供するなど、協力するものとする。 

 ３ インボイス制度対象団体等は、第１項の実績報告を行うに当たって、助成金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を

減額して報告しなければならない。 

 

（助成金の交付） 

 第１０条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、適当と認めるときは、助成金を交付

する。 

 



 

（助成金の概算払） 

 第１１条 交付決定団体等は、助成金の交付予定額の５分の４以内の額について概算払を受けることが

できる。 

 

 （消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１２条 インボイス制度対象団体等は、助成事業完了後に申告により助成金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額報告書（第１０号様式）により市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。  

 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は文化市民局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月１９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年７月３１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和元年８月３０日から施行する。ただし、改正後の要綱第３条第１項第４号の規定は、 

施行の日以降に表彰する者から適用する。 

附 則 

  この要綱は、令和２年８月４日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この要綱は、令和７年４月１１日から施行する。 

    附 則 

  １ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  ２ この改正後の地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度実施要綱の規定は、令和８年４

月１日以降に完了した事業に対する助成金に対して適用し、同日前に完了した事業に対する助成金

については、なお従前の例による。 

 



 

第１号様式（第５条関係） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金交付申請書 

 

（宛先）京都市長 年  月  日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                    

電話：   －    － 

＜申請事業の概要＞ 

事業名称  

申請団体 

の区分 

□ 地域自治を担う住民組織（自治連合会等） 

□ 地域自治を担う住民組織が推薦する団体（自治会・町内会等） 

□ 地域活動事業を総合的かつ計画的・継続的に取り組む団体（  年目） 

□ 地域コミュニティ条例に定める顕彰を受けた団体（表彰を受けた年度：   年度） 

事業の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施予定日：    年  月  日 

助成申請額 

（事業総額） 
              円 

（事業総額：         円） 

当該制度

の交付歴 （     年度）交付 

 

＜団体及び地域の状況＞ 

現 状 加入世帯数：      世帯 未加入世帯数：      世帯 

目 標 加入世帯数：      世帯 未加入世帯数：      世帯 

 

＜地域自治を担う住民組織（学区自治連合会等）からの推薦（第３条関係）＞ 

地域住民の地域活動への参加、協力、地域住民相互の交流、協働の促進に資するものとして、下記の団

体から推薦を受けました。 

推薦団体の

名称及び代

表者の氏名 

 



 

第２号様式（第５条関係） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金収支予算書 

 

（宛先）京都市長 年  月  日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 

 

申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                    

 

 

１ 収 入 

項  目 金額（円） 内  訳 

１ 助成金 

 

２ その他 

  

合  計   

 

２ 支 出  

項  目 金額（円） 内  訳 

 

 

 

 

 

 

 

  

合  計   



 

第３号様式（第６条関係） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金事前着手届 

 

 

 

  年  月  日付けで申請しました標記の事業について、交付決定前に着手したいので届け出ます。 

なお、本件について交付決定がされなかった場合又は交付決定を受けた補助額が交付申請額に達しない

場合においても異議は申し立てません。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 事前着手（予定）日（申請日以降で事業準備を含む事業開始日） 

     年  月  日 

  

 

 

（宛先）京都市長 年  月  日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 

 

申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                    

 



 

第４号様式（第７条関係） 

京都市指令文地第  号 

  年  月  日 

 

        様 

京都市長           

（担当：文化市民局地域自治推進室） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金に

ついて、下記のとおり交付することを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 交付予定額          円 

 

３ 交付の条件 

（１）事業の変更又は中止をしようとするときは、京都市長の承認を得なければならない。 

（２）事業が完了した後１箇月以内又は当該年度３月３１日のいずれか早い日までに、実績報告書を提

出しなければならない。 

なお、特に必要があると認めるときは、事業の終了前に、助成金の交付予定額の５分の４以内の

額について概算払することができる。 

（３）この助成金が交付された後、次の事項に該当すると認められる場合は、助成金の交付金額の全額

又は一部を返還しなければならない。 

ア 不正の手段により、助成金の交付を受けようとし、又は受けたとき。 

イ 助成金の交付の目的以外に助成金を使用したとき。 

ウ 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度実施要綱第８条第４項の規定により、変更

又は中止の承認を受けたとき。 

エ 助成金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

オ 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度実施要綱の規定に違反したとき。 

カ 国等により、緊急事態宣言等が発出され、事業を実施することが適切でないと判断されるとき。 

 （４）事業完了後に申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合

には、速やかに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第１０号様式）により市長に

報告しなければならない。 



 

第５号様式（第７条関係） 

京都市指令文地第  号 

  年  月  日 

          

          様 

京都市長           

（担当：文化市民局地域自治推進室） 

 

 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金不交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金に

ついて、下記のとおり不交付とすることを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 不交付の理由 

 

 

（教 示） 

 この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、京都市長

に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日の翌日か

ら起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

 また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長

の決定があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告として、京都地方裁判

所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都市を代表する者は、京都市長とな

ります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取

消しの訴えを提起することはできなくなります。 

 



 

第６号様式（第８条関係） 

 

 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金計画変更・中止承認申請書 

 

 

（宛先）京都市長 年   月   日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                     

電話   －    － 

 

   年  月  日付けで助成金の交付決定の通知を受けた事業の計画を、下記のとおり変更・中止

したいので承認願います。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

２ 変更・中止の内容 

 

 

 

３ 変更・中止の理由 

 

 

 

４ 助成額等の変更 ※経費の増減がある場合 

当初交付決定額  円 

変更助成申請額 

（事業総額） 

         円 

（         円） 

 



 

第７号様式（第８条関係） 

京都市指令文地第 号  

年  月  日  

 

 

  様                               

                                 

京都市長       

（担当：文化市民局地域自治推進室） 

 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金変更・中止承認通知書 

 

   年 月 日付けで助成金の交付決定を行った、地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助

成金について、    年  月  日付けで提出された地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事

業助成金計画変更・中止承認申請書に基づき、下記のとおり変更・中止することを承認しましたので通

知します。 

 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 変更・中止の内容 

 

 

３ 交付決定額 

当初交付決定額       円 

変更承認後交付決定額       円 

 

 

 



 

第８号様式（第９条関係） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金実績報告書 

 

（宛先）京都市長 年   月   日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                    

電話   －    － 

 

京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条の規定により、地域コミュニティ活性化に向けた地域活

動事業助成金の実績について報告します。 

記 

 

交付決定日    年  月  日 完了年月日     年  月  日 

事業の名称  

助成金申請額 

（事業総額） 

          円 

（          円） 

事業の成果 

□自治会・町内会等の加入世帯が     世帯増加した。（加入率  ％） 

□事業に     人が参加した。 

□その他の成果（例：事業をきっかけに町内のコミュニケーションが活発になり、

○○などの活動が生まれた） 

 

 

 

 

 

 

今後の活動の 

方向性 

（例：今回の事業実施を機に来年度以降も住民が積極的に交流できる機会を創出し

たい。） 

 

 

 

 

 

 

 

※事業実績を証する成果物、事業の実施状況が判断できる写真等を添付してください。 

※提出された成果物、写真等は本市広報物に掲載する場合があります。また、その他広報活動への御協力

をお願いする場合があります。 

 



 

第９号様式（第９条関係） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金収支決算書 

 

（宛先）京都市長 年   月   日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 

 

申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                    

 

 

 

１ 収 入 

項  目 金額（円） 内  訳 

１ 助成金 

 

２ その他 

  

合  計   

 

２ 支 出  

項  目 金額（円） 内  訳 

   

合  計   

※領収書の写しや必要に応じ経費支出の内訳が分かる書類を添付してください。 

※その他、市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。 



 

第１０号様式（第１２条関係） 

 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金に係る 

消費税及び地方消費税の額の確定に係る報告書 

 

（宛先）京都市長 年  月  日 

申請団体等の住所（主たる事務所） 申請団体等の名称及び代表者の氏名 

 

                    

電話：   －    － 

 

 

   年  月  日付け京都市指令文地第   号で交付決定した上記事業に関する  年度消費税

及び地方消費税の額について下記のとおり確定しましたので、地域コミュニティ活性化に向けた地域活動

支援制度実施要綱第１２条の規定により、報告します。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 助成金額（市長が確定通知書により通知した額） 

            円 

 

 

３ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る 

仕入れ控除額（要助成金返還額） 

           円 

 

 

 

 

 

注 別紙として積算の内訳等、３の金額が分かるものを添付してください。 



 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動事業助成金交付取扱基準 

 

平成２５年５月１日制定 

令和３年４月１日改正 

令和６年４月１日改正 

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度実施要綱第４条に定める補助対象事業に要する経

費について、以下のとおり取り扱うことを定める。 

経費の種別等 対象とする経費 対象としない経費 

物品購入費 ・事業に必要な事務用品、資材の購入費 

・事業の一部として飲食を提供する場合

の参加者数×５００円を上限とする食

糧費、材料費 

・新型コロナウイルス感染症対策に要す

る費用 

・特定の個人が使用する物品や個人に提供する

記念品、景品等の購入費 

・事業の一部として飲食を提供する場合の参加

者数×５００円を超える食糧費、材料費 

備品購入費 

 

・備品購入費を除く支出経費の３分の１

を超えない額の備品購入費 

・備品購入費を除く支出経費の３分の１を超え

る額の備品購入費 

リース費 ・事業の実施に必要な物品や備品等のリ

ース料 

 

飲食費 ・参加者数×１００円を上限とする会議

等の茶菓代 

・食事代、弁当代 

・参加者数×１００円を超える会議等の茶菓代 

会場費 ・会議室、会場の使用料及び付随する経

費 

・会場設営費 

・事業実施に要した光熱水費 

・申請団体の事務所（集会所）等の設備や維持

経費 

・事業実施に要した分が明確に区別できない光

熱水費 

印刷費 ・チラシ等広報物の印刷費 

・事業に要する資料印刷費 

・記録写真の現像料 

 

委託費 ・調査研究、デザイン等の委託費 ・申請団体の構成員が経営する団体への委託費 

通信運搬費 ・事業実施に要した送料 

・物品の搬入、搬出に要する費用 

・ガソリン代等、事業実施に要した分が明確に

区別できない費用 

保険料 ・事業に係る保険料  

謝礼 ・事業に伴う講師、出演者、協力者等へ

の謝礼 

・申請団体の構成員に対する謝礼 

・講師等が経費を受け取った事実を証明できな

いもの 

研修費 ・事業として実施する研修の資料代 ・外部研修に参加するための交通費、参加費 

補助金交付

決定前に支

出される経

費 

・事業事前着手届の提出による実施予定

日以降（ただし、申請日以降に限る）に

支出した経費 

 

 

＜備品の取扱いについて＞ 

物品の内、事業期間を超えて使用できるもの（原形のまま概ね１年以上の反復使用に耐えるもの）を備品

として扱う。 


